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経済統合が進む現在、開発途上国の産業発展

は、グローバル・バリュー・チェーン（GVC）

にいかに関わるかに大きく左右されるようにな

ってきた。東アジア域内の経済格差縮小を考え

ていくうえで、後発開発途上国（LDC）の GVC

への参加をいかに促すかは重要な課題である。

なぜなら、LDC は GVC に参加することで、よ

り短期間に先行する国々へのキャッチアップが

可能となるからである。 

 

GVC への参加による LDC の開発政策とは？ 

東アジア各国は、1950 年代～60 年代に新興

工業経済地域（NIEs）が輸入代替型から輸出志

向型へと転換したのをはじめ、70 年代～80 年

代に先行 ASEAN 諸国が輸出志向型へと転換し、

CLMV（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベ

トナム）諸国が 80 年代末に、

計画経済から輸出志向型の市場

経済へと転換を図った。このよ

うな大きな流れのなかで、先に

産業発展を遂げた国ぐにでの賃

金上昇等を理由として、採算が

取れなくなった産業もしくは生

産工程の一部が、後発の国々へ

と移転し、後発国はこの契機を

逃さず、先行国からの技術移転

などを活かしてキャッチアップ

に努めてきた（いわゆる雁行形

態型の発展経路）。 

東アジア域内、特に ASEAN

域内での経済統合の進展は、多

国籍企業による生産ネットワー

クの構築を後押ししてきた。企

業は貿易費用の低減を活用し、

より効率的なかたちで域内各

国・地域に生産工程を分散させた。域内で効率

よく生産された最終財の多くは、欧米市場へと

輸出されてきた。2009 年リーマンショック以降

は、欧米市場のみに頼らず、域内を最終仕向地

とした貿易も盛んになりつつある。 

現在の LDC は、WTO への加盟や FTA への

参加により、貿易・投資の自由化が大前提とい

う環境に置かれている。これらの枠組みへの参

加は、企業にとっての各国への信頼度や利便性

を高める一方、LDC の取りうる政策オプション

の幅を狭めるものでもあり、かつて多くの国で

行われてきた国内産業の保護を進めるような政

策をとることは難しい。ゆえに、LDC は、自国

のもつ優位性、すなわち低賃金で若くて豊富な

労働力を活かしつつ、GVC の一部を担うことで、

経済統合の成果をより多く得ることを目指す。  
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GVC への参加には、以下の 2 段階がある。  

 

第 1 段階（参加）： 

すでに GVC とかかわりを持っている外資企

業を誘致し、GVC への参加を目指す。食品加工

等の場合は、地場企業が直接 GVC にかかわる

ケースも考えられる。 

 

第 2 段階（アップグレード）： 

＜企業レベル＞労働集約的な工程だけではな

く、より付加価値の高い工程等に関わるように

なる。 

＜産業全体＞進出産業が多様化する。現地のサ

プライヤー（地場・外資中小企業［SME］）か

らの調達が増加する。さらに将来的には産業ク

ラスターを形成して技術革新能力を高めること

も視野に入れる。 

GVC への参加を念頭にいれた開発政策では、

（1）制度的な改善および輸送インフラの改善

などの貿易にかかる費用、（2）生産設備設置な

どの進出にかかる費用、（3）資金や人材の調達

や免税等の恩典の利用など操業にかかる費用等

の低減により、企業を誘致する。 

アップグレードを進めるには、外資企業と地

場企業のマッチメーキングの場を確保したり、

人材育成を行い地場企業の技術吸収能力を高め

る等の方策がある。 

 

カンボジアの事例：GVC 参加状況と課題 

内戦とその後の混乱の影響で地場企業の基盤

が非常に脆弱であったカンボジアでは、政府は

特定の国内産業を育成するという方針はなく、

自由化を徹底するという立場をとってきた。和

平後は、憲法で市場経済を謳い、1999 年に

ASEAN に加盟するとともに AFTA や ASEAN

が加盟する他の FTA に参加し、2004 年には

WTO にも加盟している。また、1994 年投資法

（2003 年改正）では率先して 100％外資を認め、

土地所有以外の内外資無差別を徹底した。その

結果、産業開発は外資主導で行われ、若くて豊

富な労働力を活用した労働集約産業が進出した。

特に 1990 年代半ばから、当時中国等の大輸出

国からの輸出が制限されていた米国向けの衣料

品輸出枠を求めた縫製企業が進出した。  

2000 年代半ばからは、経済特区（SEZ）の設

置が進められた。SEZ 内では、輸出入手続きを

担当する省庁のスタッフや労働省のスタッフな

どが常駐するワンストップ・サービスの使用が

可能となり、手続きにかかる費用を下げること

ができる。国境沿いに立地するいくつかの SEZ

は、隣国のインフラを活用するとともに、進出

企業がすでに有している強固なネットワークを

有効活用できる。このような国境地域 SEZ 活用

による各種費用の低減も、GVC への参加を促進

した。 

2010 年以降、これまで産業の中心を担ってき

た縫製業に加え、電子部品などの労働集約産業

の新規進出がみられるようになった。近年のタ

イ、ベトナムや中国での労賃引き上げや投資環

境の悪化の影響をうけ、カンボジアへの労働集

約産業の進出は加速している。しかし、このよ

うな進出企業を支える地場や外資の SME は存

在せず、国内産業との有機的なつながりはまだ

観察されていない。 

カンボジアの GVC への参加とアップグレー

ドへの歩みは始まったばかりで、SME がこれ

らの進出企業へのサプライヤーとなれるように

成長を促進していくことが、次の長期的な政策

課題となる。SME の成長を阻害するボトルネ

ックとしては、整備が遅れているインフラ、特

に電気代が周辺国と比較して 1.5～2 倍するこ

と、人材不足（教育の問題）、資金へのアクセス

困難、脆弱なガバナンス等が挙げられる。さら

に、技術移転をもたらしうる優良な外資企業と

の取引を可能にするためには、生産工程におけ

る企業のコンプライアンス遵守も重要な課題と

なる。 

 

むすび 

カンボジアでは、2013 年 3 月に 61 ドルだっ

た最低賃金は、2014 年 2 月に 100 ドルへと、

急激に上昇している。周辺国より相対的に安価

であることに相違はないが、労働コスト以外の

部分での費用の低減は重要課題である。GVC 参

加の第 2 段階実現に向けて、SME 発展のボト

ルネックをひとつひとつ取り除いていく作業が

必要となる。 

 

＊本稿は BRC Report No.14をもとに、書き下ろした。 
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